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第１章 計画策定の趣旨 

１－１ 計画策定の趣旨 

本市は、今後、急速な人口減少と超高齢化により、住宅市街地の低密度化、地域活力の低下が進

み、厳しい財政状況下では、市民生活を支えるサービスの提供が困難になることが想定されます。 

このような人口減少下においても、地域の活力を維持増進し都市を持続可能なものとするため、

商業・医療・福祉施設等や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によ

りこれらの生活利便施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直

し、コンパクトなまちづくりを進めていくことの必要性が高まっています。 

国においては、今後の人口急減等を見据え、都市のコンパクト化を推進するため、平成26年8月

に、都市再生特別措置法が改正され、都市計画マスタープランの一部とみなされる「立地適正化計

画」が制度化されました。 

本市は、平成15年11月に策定した北九州市都市計画マスタープランにおいて、街なか居住など都

市計画の基本的な方針を明確にし、諸施策を総合的に展開してきましたが、上記のような状況を踏

まえ、コンパクトなまちづくりをより一層推進するため、平成28年9月に「北九州市立地適正化計

画」を策定しました。 

 

１－２ 計画の見直し 

立地適正化計画では、都市再生特別措置法に基づき概ね5年毎に施策の実施状況について調査、

分析及び評価を行うよう努めるとされています。このため、北九州市立地適正化計画においても、

概ね5年を１サイクルとするＰＤＣＡサイクルを取り入れ、施策・事業等の見直しを行うこととし

ています。 

また、国においては、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、令和2年6月に都市再生特別措

置法が改正され、居住の安全確保などの防災・減災対策の取組を推進するよう、立地適正化計画に

「防災指針」を記載することとされました。 

さらに、本市においては、目指す都市像や、その実現に向けた重点戦略を示す新たな「北九州市

基本構想・基本計画」を令和6年3月に策定しました。 

こうした状況を踏まえ、今回、立地適正化計画における誘導施策・事業の見直しを実施するとと

もに、法改正による「防災指針」の策定及び防災指針に基づく防災・減災対策の取組の位置付けを

行い、災害に強くコンパクトなまちづくりを推進していきます。 
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■立地適正化計画の概要 

立地適正化計画とは、市町村が、都市全体の観点から、居住機能や商業・医療・福祉施設等の都

市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・都市機能誘導区域を定めることにより、区域外における誘導施設の建築等が事前届出・勧告の対象

となります。区域内に都市機能の誘導を図るため、財政上、金融上、税制上の支援措置等を計画に

記載できます。 

・居住誘導区域を定めることにより、区域外における一定規模以上の住宅等の建築等が事前届出・勧

告の対象となります。区域内の居住環境の向上、公共交通の確保等、居住の誘導を図るため、財政

上、金融上、税制上の支援措置等を計画に記載できます。 

図 立地適正化計画のイメージ 

都市機能誘導区域 

 生活サービスを誘導するエリアと当該

エリアに誘導する施設を設定 

公共交通 

 維持・充実を図る公共交通網を設定 

立地適正化計画区域（=都市計画

区域） 

 本計画の対象区域 

居住誘導区域 

 居住を誘導し人口密度を維持するエリ

アを設定 


